一時保育利用児童の保護者へ
[bookmark: _Hlk217659469][image: kihon05_bg]幼児教育・保育の無償化のご案内
一時保育の利用に当たり、無償化の対象となるためには、
事前に『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。

【保育の必要性】
保護者の仕事、妊娠、出産、入院、疾病などの理由により、保護者が子どもの保育ができず、保育を必要としていることを指します。（※別紙参照）

対象児童・無償化上限額
	年齢
	上限額（月額）
	

	
	
	幼稚園児

	３歳児～５歳児
	37,000円
	11,300円

	０歳児～２歳児
（非課税世帯のみ）
	42,000円
	16,300円





【３歳児から５歳児の場合】※該当年度の４月１日の年齢
・保育の必要性が認定された場合、利用料が月額３万７，０００円まで無償化
【０歳児から２歳児の場合】※該当年度の４月１日の年齢
・市民税非課税世帯で保育の必要性が認定された場合、
利用料が月額４万２，０００円まで無償化
《注意事項》
保育所、認定こども園、小規模保育事業所、企業主導型保育施設に入所している場合
⇒　無償化の対象外となります。
幼稚園に入園している場合　⇒　次のいずれかの場合、無償化の対象となります。
・幼稚園が預かり保育を実施していない場合
・十分な水準の預かり保育を提供していない場合※
※幼稚園が次のどちらかの条件を満たしている場合
Ⅰ.教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間が８時間未満
Ⅱ.年間開所日数が２００日未満
【3歳児～５歳児】月額１万１，３００円まで無償化
【０歳児～２歳児（非課税世帯のみ）】月額１万６，３００円まで無償化

※無償化上限額の範囲内であれば、複数施設のサービス利用も可能です。
※一時保育、病児保育事業、ファミリー・サポート事業を利用する場合は、
利用料を合算して、同一の上限額の範囲内で無償化の対象です。
※上限額を上回った分の利用料は、自己負担となります。
※保育の必要性の認定がないなど、上記の無償化の条件に該当しない場合は、
無償化の対象になりませんので、手続きは不要です。

無償化の手続きの流れ

① 給付認定
一時保育を利用する日までに、以下の書類をこども未来課保育グループに
提出してください。

《提出書類》
・子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
・就労証明書や診断書等の、保育の必要性を確認する書類

② 認定書の提出
市役所から発行された施設等利用給付認定通知書を利用前に利用施設に
提出してください。

③ 利用料の支払い
利用料を施設に支払ってください。

④ 利用料の請求（償還払い分）
以下の書類をこども未来課保育グループに提出してください。

《提出書類》
・施設等利用費請求書（償還払い・認可外施設等用）
・利用施設で発行された特定子ども・子育て支援提供証明書
・利用施設で発行された特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書等

➄ 振　込
申請日から1ケ月程度で指定口座に振込みます。





【問い合せ先】
江南市　こども未来課　保育グループ　
TEL　0587-50-026４

2026.1　　江南市
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